
の間での５年生存率の推移はまだ出せ
ていない状況です。
　そんな中で一つのやり方、これはま
だ研究的側面もあるのですが、標準診
療の実施割合を院内がん登録のデータ
とDPCのデータから算出する。それに
よって、クオリティ・インディケータ
ーというかたちで実施率を見て、標準

治療がどのくらい各施設で行われてい
るかを指標とし、行われていないとこ
ろについてはその理由を確認したり、
もし何か阻害するような要因があれば、
それを排除して、しっかりと標準治療
ができるように進めていくことが望ま
れています。
　齊藤　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅰ）

国際医療福祉大学副理事長・名誉学長
北　島　政　樹

（聞き手　齊藤郁夫）

がん医療の診療提供体制

　齊藤　がん医療の診療提供体制とい
うことでうかがいます。
　そもそも、このような話はいつごろ
から起きてきているのでしょうか。
　北島　私自身が関係してきたところ
では、2001年７月19日に厚生労働省で
「今後のがん研究のあり方に関する有
識者会議」がありました。国立がん研
究センター名誉総長の杉村隆先生が座
長で会が進行されたのですが、最初の
話題として、第３次対がん戦略への提
言をしましょう。それから、がんの重
点研究と支援事業とはどういうものが
あるのだろうか。10年後のがん研究、
がん医療の姿はどうなのだろう。そこ
に出てきたのがゲノム情報を取り入れ
た予防、それからテーラーメード、い
わゆる個別化の医療の確立。それから、
全国的な均てん化の問題が出てきまし
た。
　これを受けて、2003年７月に「第３
次対がん10カ年総合戦略企画運営会
議」というものがありまして、このと
きには特にがん登録の環境整備が必要

ではないかとの話もありました。2004
年には、がん医療水準均てん化の推進
に関する検討会が行われました。この
ときに、地域がん治療拠点病院の話や、
あるいはがん登録の問題が話題になり
ました。それ以後、いろいろな議論が
されてきたわけです。
　齊藤　拠点病院を中心にがん医療を
行っていこうということで、拠点病院
を選んだのですね。
　北島　そういうことです。
　齊藤　どのようなかたちになりまし
たか。
　北島　拠点病院には都道府県拠点病
院、二次医療圏に１カ所の地域拠点病
院、現在まで、多少統計によって違う
のですが、399カ所に拠点病院が設け
られています。国立がん研究センター
中央病院と東病院、これはがん拠点病
院の中核となる施設です。都道府県拠
点病院、地域拠点病院においては、指
定要件をかなり厳密に決めたのです。
特に、都道府県がん診療拠点病院の指
定要件としては、放射線および化学療
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　北島　はい。
　齊藤　しかしながら、一方では非常
にがん医療も進歩して、先端的なこと
があるわけですね。これはどうするの
でしょうか。
　北島　幾つかの問題があります。い
わゆる放射線治療や化学療法、最近は
ゲノム医療などのコンセプトが出てき
ました。ゲノム医療に関しては、米国
では前大統領のオバマ氏がprecision 
medicine initiativeという提言をされて、
これが遺伝子や環境、ライフスタイル、
いわゆる個人のpersonalize medicine
を充実しなければいけないということ
で、当然今、議論になっています。
　ただ、アメリカの場合には企業が非
常に力を入れていて、いわゆるターゲ
ット遺伝子、特に薬のターゲット遺伝
子などの検査を企業がやっています。
アメリカではファンデーションメディ
シンなどが行っていますし、英国では
ジェノミックイングランドというとこ
ろがすでに行っていますが、日本では
まだそこまではいっていません。
　ただ、いわゆるゲノム医療を行った
ときに、それに関連する専門職の方が
まだ十分に配置できていないという現
状があります。情報を提供するときに
倫理的な問題も生じますので、遺伝カ
ウンセリングや、がんの臨床遺伝専門
の医師などの人材育成、同時に配置を
考慮したことを今後行っていかなけれ
ばと思います。

　齊藤　放射線治療に関してはどうで
しょうか。
　北島　放射線治療は、非常に大きな
機械がいろいろ必要になります。リニ
アックとか３次元的照射の装置が必要
になってきますが、最近は定位放射線
治療、特に強度変調放射線治療、IMRT
ですが、これが出てきました。特に粒
子線治療の増加は目に見えて現れてい
るわけですが、粒子線治療は非常に膨
大な装置で、費用もかかります。現時
点では保険収載されているものと、さ
れていないものがありまして、保険収
載されていない疾患に対しては高度先
進医療の適応としています。
　粒子線治療は保険適用云々がありま
すが、現在、粒子線治療をされている
症例は日本放射線腫瘍学会ですべて登
録されて、そういうデータもわかって
います。ただ、それを扱う腫瘍医や診
療放射線技師、医学物理士などの人材
がまだ不足していますので、こういう
ことを勘案すると、やはり施設の集約
化の方向にいく必要があるのではない
かということから、ゲノム医療を含め
た集約化が進んでいます。
　齊藤　今後の診療提供体制の課題は
いかがでしょう。
　北島　まず格差を減らすためにどう
するかが大きな課題だと思います。特
に相談支援、緩和ケアにおける診療実
績を拠点で数値化する。その数値化し
たことに対して第三者による評価が行

法部門が設置されて、そこに専任の常
勤医師、専従医師を置くこと。それか
ら、医師・薬剤師・看護師を対象とし
た研修システムを構築すること。地域
がん診療拠点病院に対しては、情報提
供あるいは症例相談、治療支援をする。
それから、都道府県がん診療連携協議
会を設置しなさい。そういうことが決
められたのです。
　もう一つ大事なことは、患者さんや
家族が相談する相談支援センター、こ
の提供体制を確立すること。同時に、
がん登録のデータ分析・評価、あるい
はセカンドオピニオンを提示する体制
をつくる。そして、開業医の先生方と
ともに、患者情報を共有するために活
用するクリティカルパスを作成する。
こういうものが都道府県がん診療拠点
病院の指定要件になりました。
　齊藤　実地医家の医師が、がん患者
さんを見つけた場合には、基本的には
拠点病院に紹介することが望まれるの
でしょうか。
　北島　そうですね。がん拠点病院に
おいて、今幾つかの指定要件を挙げま
したから、そこでさらなる精密な診断
と治療が行われる。特に地域がん診療
拠点病院の指定要件の中に、幾つかあ
るのですが、化学療法の提供体制とか
緩和ケアの提供体制も要件に入れてあ
りますし、病病連携もあります。それ
から病理診断、画像診断に関する依頼
とか、病理診断医を専従で置くことな

ども全部要件になりました。
　齊藤　約10年ほどたって、今はどの
ぐらいの患者さんが集約されている状
況ですか。
　北島　だいたい患者さんの７割がが
ん拠点病院で診療を受けているという
データがあります。県境でクロスする
患者さんもいますが、だいたい７割ぐ
らいが拠点病院で診療を受けているの
ではないかと思っています。
　齊藤　拠点病院の中での差はどうな
のでしょうか。
　北島　我々の委員会で議論になった
のは、拠点病院の要件を決めたけれど
も、それぞれの機能の中に拠点病院間
の格差がある。この格差は是正しなけ
ればいけない。この格差の是正は今後
もずっと続けていく。そういうことに
なりました。
　齊藤　第三者がそれぞれの病院を見
て、差がわかり、それがフィードバッ
クされて、病院の改善が進められてい
くという流れになっていくのですね。
　北島　そうですね。拠点病院をつく
る要件のときに、都道府県あるいは地
域の地方自治体に、書類だけでの評価
ではなくて、都道府県とか地方自治体
の方がその拠点病院にon-site visiting
をする必要があると、進言しました。
　齊藤　全国どこでも、日本に住んで
いれば相当なレベルの治療を受けられ
る基盤ができつつあるということです
ね。
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　北島　はい。
　齊藤　しかしながら、一方では非常
にがん医療も進歩して、先端的なこと
があるわけですね。これはどうするの
でしょうか。
　北島　幾つかの問題があります。い
わゆる放射線治療や化学療法、最近は
ゲノム医療などのコンセプトが出てき
ました。ゲノム医療に関しては、米国
では前大統領のオバマ氏がprecision 
medicine initiativeという提言をされて、
これが遺伝子や環境、ライフスタイル、
いわゆる個人のpersonalize medicine
を充実しなければいけないということ
で、当然今、議論になっています。
　ただ、アメリカの場合には企業が非
常に力を入れていて、いわゆるターゲ
ット遺伝子、特に薬のターゲット遺伝
子などの検査を企業がやっています。
アメリカではファンデーションメディ
シンなどが行っていますし、英国では
ジェノミックイングランドというとこ
ろがすでに行っていますが、日本では
まだそこまではいっていません。
　ただ、いわゆるゲノム医療を行った
ときに、それに関連する専門職の方が
まだ十分に配置できていないという現
状があります。情報を提供するときに
倫理的な問題も生じますので、遺伝カ
ウンセリングや、がんの臨床遺伝専門
の医師などの人材育成、同時に配置を
考慮したことを今後行っていかなけれ
ばと思います。

　齊藤　放射線治療に関してはどうで
しょうか。
　北島　放射線治療は、非常に大きな
機械がいろいろ必要になります。リニ
アックとか３次元的照射の装置が必要
になってきますが、最近は定位放射線
治療、特に強度変調放射線治療、IMRT
ですが、これが出てきました。特に粒
子線治療の増加は目に見えて現れてい
るわけですが、粒子線治療は非常に膨
大な装置で、費用もかかります。現時
点では保険収載されているものと、さ
れていないものがありまして、保険収
載されていない疾患に対しては高度先
進医療の適応としています。
　粒子線治療は保険適用云々がありま
すが、現在、粒子線治療をされている
症例は日本放射線腫瘍学会ですべて登
録されて、そういうデータもわかって
います。ただ、それを扱う腫瘍医や診
療放射線技師、医学物理士などの人材
がまだ不足していますので、こういう
ことを勘案すると、やはり施設の集約
化の方向にいく必要があるのではない
かということから、ゲノム医療を含め
た集約化が進んでいます。
　齊藤　今後の診療提供体制の課題は
いかがでしょう。
　北島　まず格差を減らすためにどう
するかが大きな課題だと思います。特
に相談支援、緩和ケアにおける診療実
績を拠点で数値化する。その数値化し
たことに対して第三者による評価が行

法部門が設置されて、そこに専任の常
勤医師、専従医師を置くこと。それか
ら、医師・薬剤師・看護師を対象とし
た研修システムを構築すること。地域
がん診療拠点病院に対しては、情報提
供あるいは症例相談、治療支援をする。
それから、都道府県がん診療連携協議
会を設置しなさい。そういうことが決
められたのです。
　もう一つ大事なことは、患者さんや
家族が相談する相談支援センター、こ
の提供体制を確立すること。同時に、
がん登録のデータ分析・評価、あるい
はセカンドオピニオンを提示する体制
をつくる。そして、開業医の先生方と
ともに、患者情報を共有するために活
用するクリティカルパスを作成する。
こういうものが都道府県がん診療拠点
病院の指定要件になりました。
　齊藤　実地医家の医師が、がん患者
さんを見つけた場合には、基本的には
拠点病院に紹介することが望まれるの
でしょうか。
　北島　そうですね。がん拠点病院に
おいて、今幾つかの指定要件を挙げま
したから、そこでさらなる精密な診断
と治療が行われる。特に地域がん診療
拠点病院の指定要件の中に、幾つかあ
るのですが、化学療法の提供体制とか
緩和ケアの提供体制も要件に入れてあ
りますし、病病連携もあります。それ
から病理診断、画像診断に関する依頼
とか、病理診断医を専従で置くことな

ども全部要件になりました。
　齊藤　約10年ほどたって、今はどの
ぐらいの患者さんが集約されている状
況ですか。
　北島　だいたい患者さんの７割がが
ん拠点病院で診療を受けているという
データがあります。県境でクロスする
患者さんもいますが、だいたい７割ぐ
らいが拠点病院で診療を受けているの
ではないかと思っています。
　齊藤　拠点病院の中での差はどうな
のでしょうか。
　北島　我々の委員会で議論になった
のは、拠点病院の要件を決めたけれど
も、それぞれの機能の中に拠点病院間
の格差がある。この格差は是正しなけ
ればいけない。この格差の是正は今後
もずっと続けていく。そういうことに
なりました。
　齊藤　第三者がそれぞれの病院を見
て、差がわかり、それがフィードバッ
クされて、病院の改善が進められてい
くという流れになっていくのですね。
　北島　そうですね。拠点病院をつく
る要件のときに、都道府県あるいは地
域の地方自治体に、書類だけでの評価
ではなくて、都道府県とか地方自治体
の方がその拠点病院にon-site visiting
をする必要があると、進言しました。
　齊藤　全国どこでも、日本に住んで
いれば相当なレベルの治療を受けられ
る基盤ができつつあるということです
ね。
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われる必要があるのではないでしょう
か。それから、医療の質の指標作成、
こういうことが大事になってきます。
もう一つは、僻地とかそういうところ
の患者さんの治療も問題になってくる
と思います。
　齊藤　医療安全の問題はいかがでし
ょう。
　北島　医療安全は、特定機能病院と

同じような指標を置くことは、まず拠
点病院では人員配置の面から難しいの
ではないかという意見です。ただ、医
療安全に関しても、特定機能病院に近
い医療安全とか、そういうものの設置
をきちんとすることが大事になってき
ます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅰ）

国立がん研究センターがん対策情報センター
がん登録センター全国がん登録室長

松　田　智　大
（聞き手　齊藤郁夫）

全国がん登録事業とその活用

　齊藤　全国がん登録事業とはどのよ
うなことをやるのでしょうか。
　松田　がんと診断された患者さんの
情報を１カ所に集めて、毎年、どうい
ったがんが多いか、少ないか、継続的
に登録して集計していく仕組みです。
　齊藤　どのような項目を登録するの
ですか。
　松田　登録する項目は、患者さんの
氏名など、個人情報に当たる部分に加
えて、がんのできた場所、がんの種類、
治療の情報、がんが発見されたときの
経緯、例えば検診で発見されたかどう
か、がんが進行しているのかどうか、
そういったことを集めていきます。
　齊藤　報告するのはどんな方でしょ
うか。
　松田　誰が報告の実務を担当するか
は、法律ではきちんと定義されてはい
ないのですけれども、一般の事務職員
がそういった情報をカルテから抽出し
てまとめていくのは難しいので、担当
医師、もしくは医師がなかなか時間を
割けないことが多いと思いますので、

ある程度訓練を受けた、知識を持った
専門職を想定しています。
　齊藤　そういった方が病院にいて、
まず県単位で報告していくのですか。
　松田　病院は、所在地の都道府県に
それぞれ１カ所ある登録室に報告する
義務を負っています。
　齊藤　そこに先ほどの項目が登録さ
れると、今度は先生のほうでそれをチ
ェックしていくことになりますか。
　松田　はい。それが画期的な仕組み
になっていまして、各県それぞれで集
めて報告するのではなくて、各県の登
録室には国立がん研究センターに設置
されているサーバーに直結しているオ
ンラインの端末があります。病院から
提出された情報を端末から入力するこ
とで、全都道府県から１つのサーバー
に情報が集約されることになっていま
す。
　齊藤　今の全国規模の登録システム
が始まったのはいつからなのでしょう
か。
　松田　この法律が2013年に成立して、
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